
I-3 

 

 

掲載内容について 
 

（１）政令番号 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

（令和 3(2021)年改正）別表第一の号番号を示す。 
 
（２）管理番号 

政令改正による物質変更に対する事業者の負担を軽減するため、令和 3(2021)年改正
の化管法施行令に基づく報告から適用されている政令番号とは異なる、物質別に一意と
なる番号。(管理番号の一覧はこちらを参照)  

 
（３）政令物質名称 

化管法施行令（令和３(2021)年改正）で定められた物質の名称を示す。 
 

（４）CAS 登録番号 
独立行政法人製品評価技術基盤機構の Web サイト 1で公開されている政令物質名称に

対応する CAS 登録番号を示す。ただし、紙面の都合から、金属の化合物又は混合物等で
は、政令物質名称に対応する CAS 登録番号の記載を省略した。 

 
（５）分析法 
・水質汚濁に係る環境基準について： 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46(1972)年環境庁告示 59 号）で定められ
た分析法を示す。同告示に分析法が示されているものは環境省 Web サイト 2にて閲覧可
能で、同告示に日本産業規格（JIS）で示されている分析法は一般財団法人日本規格協会
（JSA）から有償配布されている。 

 
・水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法
について： 
「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定

方法について」（平成 5(1993)年 環水企第 89 号及び環水規第 79 号 環境庁水質保全局水
質規制課長通知）で通知された分析法を示す。同通知に分析法が示されているものは環
境省 Web サイト 3にて閲覧可能で、同通知に日本産業規格（JIS）で示されている分析法
は一般財団法人日本規格協会（JSA）から有償配布されている。 

 

 
1 https://www.nite.go.jp/chem/prtr/msds/msmate.html 
2 https://www.env.go.jp/hourei/add/e79.pdf 
3 https://www.env.go.jp/hourei/05/000108.html 

https://www.env.go.jp/chemi/prtr/archive/target_chemi/R3list.xlsx
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/msds/msmate.html
https://www.env.go.jp/hourei/add/e79.pdf
http://www.env.go.jp/hourei/05/000108.html
http://www.env.go.jp/hourei/05/000108.html
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・JIS K XXXX： 

日本産業規格（JIS）の登録区分 ：K 化学で規定されている方法であることを示す。
一般財団法人日本規格協会（JSA）から有償配布されている。 

 
・要調査項目等調査マニュアル： 

「要調査項目等調査マニュアル（水質、底質、水生生物）」（環境省水・大気局水環境
課）に掲載されていることを示す。環境省 Web サイト 4にて閲覧可能でである。 

 
・外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル： 

「外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル（水質、底質、水生生物）」（平成
10(1998)年 10 月 環境庁水質保全局水質管理課）に掲載されていることを示す。環境省
Web サイト 4にて閲覧可能である。 

 
・農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準
を定める等の件第４号の環境大臣の定める基準： 
「農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどうかの

基準を定める等の件第４号の環境大臣の定める基準」（平成 5(1993)年 環境庁告示第 35
号）で定められた試験方法であることを示す。環境省 Web サイト 5にて閲覧可能である。 

 
・化学物質分析法開発調査報告書（昭和（又は平成、令和）xx(yyyy)年度）（都道府県、政
令指定都市、民間機関名）： 
「化学物質分析法開発調査報告書」の該当年度に掲載されていることを示す。（）内の

都道府県、政令指定都市及び民間機関名は分析法開発担当である。国立環境研究所 Web
サイト内の化学情報データベース Webkis-Plus6にて閲覧可能である。 
 

・底質調査方法： 
「底質調査方法について」（平成 24(2012)年環水大水発 120725002 号 環境省水・大

気環境局長通知）に掲載されていることを示す。環境省 Web サイト 7にて閲覧可能であ
る。 

 
・有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、
排出ガス中の POPs の測定方法マニュアル、排出ガス中の PAHs の測定方法マニュアル： 

 
4 https://www.env.go.jp/water/chosa/index.html 
5 https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/law_data/e405kk0035.htm 
6 https://www.nies.go.jp/kisplus/ 
7 https://www.env.go.jp/water/teishitsu-chousa/ 

https://www.env.go.jp/water/chosa/index.html
https://www.env.go.jp/chemi/end/sympo/manual199810/water.html
https://www.env.go.jp/chemi/end/sympo/manual199810/water.html
https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/law_data/e405kk0035.htm
https://www.nies.go.jp/kisplus/
https://www.env.go.jp/water/teishitsu-chousa/
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表記マニュアルに掲載されていることを示す。環境省 Web サイト 8にて閲覧可能であ
る。 

 
・廃棄物の焼却処理に伴う化学物質のフロート環境排出量推計に関する研究（平成30(2018)
年）： 
環境研究総合推進費補助金総合研究報告書「廃棄物の焼却処理に伴う化学物質のフロ

ート環境排出量推計に関する研究、平成 27～29(2015～2017)年度」（平成 30(2018)年 5
月）に掲載された方法であることを示す。独立行政法人環境再生保全機構の Web サイト
9にて閲覧可能である。 

 
・産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアル： 

「産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアル（第 3 版）」（令和 7(2025)年 10 月 
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室）に掲載されていることを示す。
環境省 Web サイト 10にて閲覧可能である。同マニュアルに詳細が日本産業規格（JIS）
として示されている方法については一般財団法人日本規格協会（JSA）から有償配布され
ている。 

 
（６）分析法概要、検出下限、回収率 

分析法の分類、分析法に記載されている検出下限、回収率を示す。 
「検出下限」の欄には、環境基準項目については基準値の 1/10、要監視項目について

は指針値の 1/10、要調査項目については目標検出下限を、農薬登録基準（2006/8/3 よ
り前の登録申請では「農薬登録保留基準」）については基準値以下であることを、産業廃
棄物については産業廃棄物の海洋投入処分に係る汚泥の判定基準を記載した。 

 

 
8 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/ 
9 https://www.erca.go.jp/suishinhi/seika/db/pdf/end_houkoku/3K153003.pdf 
10 https://www.env.go.jp/content/000346612.pdf 

https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/
https://www.erca.go.jp/suishinhi/seika/db/pdf/end_houkoku/3K153003.pdf
https://www.erca.go.jp/suishinhi/seika/db/pdf/end_houkoku/3K153003.pdf
https://www.env.go.jp/content/000346612.pdf

